
基準年度 目標年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

1
ハルバ嶺（吉林省）にお
ける遺棄化学兵器の廃
棄数

994発
平成27年度
までの累計

30～40万発
（累計）

令和４年 6,118 3,983 3,015 3,251 0（※）

2
移動式廃棄処理設備に
よる遺棄化学兵器の廃
棄数

38,246発
平成27年度
までの累計

44,090発
（累計）

令和４年 266 0 0 1,828 0（※）

3
各地の発掘・回収の箇
所数

- - ９箇所 令和３年度 3 8 8 6 0（※）

当初予算額
（単位：百万円）

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度

39,067 33,942 53,974

32,716 34,035 31,101

39,067 33,942 53,974

32,716 34,035 31,101
計 50,085

施策に関連する事業
（開始年度）

令和３年度行
政事業レビュー

事業番号

予算額・執行額（単位：百万円）
（上段：予算額、下段：執行額） 事業の概要

1
遺棄化学兵器廃棄処理
事業経費（平成11年度）

0053 50,085
「化学兵器禁止条約」に基づき、旧日本軍が中国に遺棄した化学兵器の処理事業を着実に推進する。令和３年度に
おいては吉林省敦化市ハルバ嶺のほか、中国各地で遺棄化学兵器の発掘・回収・保管を行うとともに、吉林省敦化
市ハルバ嶺及び黒竜江省ハルビン市における廃棄処理等を行う。

化学兵器禁止条約（CWC）に基づく廃棄計画において、上記
以外のACWについては、発掘・回収を可能な限り計画的な
方法で推進するよう最善の努力を払うとしていることから、毎
年度日中間で合意する発掘・回収箇所数を指標として選定
するとともに、目標値の根拠としている。
※令和２年度は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、事
業を中断したため。

※ 数字に○を付した指標は主要な指標

定
量
的
指
標

測定指標 基準値 目標値
施策の進捗状況（実績値）

測定指標の選定理由及び目標値・目標年度の設定の根拠

化学兵器禁止条約（CWC）に基づく廃棄計画において、ハル
バ嶺における遺棄化学兵器（ACW）（約30～40万発）は、
2022年中の廃棄完了を目指して最善の努力を払うとしてい
ることから、廃棄数を指標として選定するとともに、目標値、
目標年度設定の根拠としている。
※令和２年度は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、事
業を中断したため。

化学兵器禁止条約（CWC）に基づく廃棄計画において、ハル
バ嶺以外のACW（44,090発）は、できる限り2022年中の廃棄
完了の目標を達成することを目指して最善の努力を払うとし
ていることから、廃棄数を指標として選定するとともに、目標
値、目標年度設定の根拠としている。
※令和２年度は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、事
業を中断したため。

施策の目標
（最終アウトカム）

旧日本軍の遺棄化学兵器の廃棄処理を着実に行う。 事後評価実施予定時期
令和５年８月

（複数年度評価）

「施策の目標」の設定の
考え方・根拠

・化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する
条約（1995年批准、1997年発効、以下：化学兵器禁止条約）
・日本国政府及び中華人民共和国政府による中国における日本の遺
棄化学兵器の廃棄に関する覚書（1999年署名）
・日本国政府及び中華人民共和国政府による中国における日本の遺
棄化学兵器の2012年4月29日の後の廃棄に関する覚書（2012年署
名）

施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

-

施策の概要
中国側と協議しながら、化学兵器禁止条約上の義務を履行するため、中国各地から発見されている旧日本軍の
遺棄化学兵器について、環境と安全を最も優先しつつ、速やかに発掘・回収、廃棄処理を行う。

政策体系上の位置付け 遺棄化学兵器廃棄処理事業の推進

令和３年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 化学兵器禁止条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄処理 担当部局名 遺棄化学兵器処理担当室

モニタリング




